
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

川島町高齢者福祉計画・第 6期介護保険事業計画 
平成 27 年度～平成 29 年度 

 

いきいき福祉プラン 
～健康と生きがいを 

地域で支えるまちづくりをめざして～ 

概要版 



計画の位置づけ 

施策の方向性 

 

 

本計画は、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を併せ、川島町における高齢者の総合的・基

本的計画として、一体的に策定しています。 

また、町の個別計画として、町の上位計画である「第５次川島町総合振興計画・前期基本計画」の

理念に基づいて策定されるものです。 

本計画は、平成 27年度（2015年度）から平成 29年度（2017年度）までの３年を１期とす

る「川島町高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画」として策定し、計画最終年度の平成 29 年

度（2017年度）に計画の見直しを行います。本計画では、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）

となる平成 37年（2025年）を見据えつつ、平成 29年度（2017年度）までの３年間の目標値

を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の第６期計画は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう

「地域包括ケアシステム」の構築を目指すとともに、団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年度

を見据えた計画であることを踏まえ、本計画の基本理念は、第５期の基本理念を継承し、「健康と生

きがいを地域で支えるまちづくり」とし、ぬくもりのあるやさしいまちを実現します。 

健康と生きがいを地域で支えるまちづくり 

1 

計画の期間 2 

3 

１ 基本方針 

2 

３ 年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 ・・・ H37

平成37年を見据えた中長期の目標設定平成26年度までの目標設定

第３期計画 第４期計画 第５期計画
第６期計画

第７期計画 ・・・



第１号被保険者の保険料 

 

 

基本方針の実現のため、下記の３つの基本目標に沿って高齢者福祉施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６期計画では、所得水準に応じてきめ細かな保険料設定を行うため、標準の段階設定が６段階から９段階

へと見直されました。 

また、公費による低所得者への負担軽減強化が段階的に実施されることになっており、平成 27年度～平成

28年度は、第１段階の負担割合が 0.5から 0.45となります。 

平成 27年度から平成 29年度までの３年間の所得段階別保険料は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は負担割合軽減後の割合で、保険料は軽減後の額、また平成２９年度の負担割合軽減は予定。  

２ 基本目標 

住み慣れた地域で

暮らし続けられる 

まちづくり 

生きがいづくりと介

護予防を推進する 

まちづくり 

介護保険事業の充実 

介護保険料 介護保険料
（月額） （月額）

基準額× 基準額×

0.5(0.45) 0.5(0.3)

基準額× 基準額×

0.7 0.7(0.45)

基準額× 基準額×

0.75 0.75(0.7)

基準額× 基準額×

0.9 0.9

基準額× 基準額×

1.0 1.0

基準額× 基準額×

1.2 1.2

基準額× 基準額×

1.3 1.3

基準額× 基準額×

1.5 1.5

基準額× 基準額×

1.7 1.7

平成29年度

新第９段階 合計所得金額290万円以上 8,840円

負担割合

1,560円

2,340円

3,640円

新第１段階

新第２段階

4,680円

5,200円

新第６段階 本
人
が
町
民
税
課
税

合計所得金額120万円未満 6,240円

新第７段階
合計所得金額120万円以上190万円
未満

6,760円

新第８段階
合計所得金額190万円以上290万円
未満

7,800円

6,240円

6,760円

7,800円

8,840円

3,900円

新第４段階 世
帯
課
税

課税年金収入等80万円以下 4,680円

新第５段階
課税年金収入等80万円超
【基準額】

5,200円

2,340円

課税年金収入等80万円超120万円
以下

3,640円

負担割合

本
人
が
町
民
税
非
課
税

世
帯
非
課
税

生活保護被保護者、老齢福祉年金
受給者・課税年金収入80万円以下

新第３段階 課税年金収入等120万円超

段階 対象者
平成27年度～平成28年度
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高齢者福祉計画・第 6 期介護保険事業計画の新たな取組

の概要 

 

 

 

高齢者の方ができるだけ介護を必要とせずにいつまでも元気でいるための施策や、万が一介護が必要

となっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるための施策が必要と考え、川島町高齢者福祉計画・第

6期介護保険事業計画では、下記に示した内容について新たに取り組む予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川島町高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画 
（平成 27年度～平成 29年度） 

概要版 

発行 平成 27年３月 

編集 川島町役場健康福祉課 

〒350-0192 埼玉県比企郡川島町大字平沼 1175番地 

 ☎ 049-299-1756(課直通) Fax 049-297-6058  

２ 
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● 地域包括支援センター 

・新規に 1 か所設置を計画します 

● 高齢者福祉計画 

・高齢者世帯の見守り活動を強化します 

● 介護保険・地域密着型サービス 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護を新たに実施します 

・小規模多機能型通所介護を新たに実施します 

● 地域支援事業 

・新しい介護予防・日常生活支援総合事業を平成 28 年 1 月より開始予定 

・介護予防事業を充実します 

・在宅医療・介護連携を推進します 

・認知症施策を推進します 

・生活支援サービスの体制を整備します 

・地域ケア会議を実施します 

● 介護保険料 

・介護保険料の所得段階を 9段階に変更 

・町独自の基準として低所得者の保険料の軽減を実施 

・高齢者憩いのサロン・認知症カフェを実施します 

 （第２段階 ０．７５→０．７） 


